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第１章第１章第１章第１章        概概概概            要要要要    

 

第１節第１節第１節第１節        財団法人三重県下水道公社設立趣意財団法人三重県下水道公社設立趣意財団法人三重県下水道公社設立趣意財団法人三重県下水道公社設立趣意書書書書 

 

下水道は、生活環境の向上を図り、健康で快適な生活をおくるために欠くことのできない施設であ

るとともに、公共用水域の水質保全のための基幹的な公共施設として、その整備促進が強く要請され

ているところである。 

 本県においても、県、関係市町村がともに一体となって下水道の整備促進に取り組んでいるところ

であり、県が設置する北勢沿岸流域下水道（北部処理区）が昭和６３年１月に一部供用開始の予定で

ある。さらに中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）及び北勢沿岸流域下水道（南部処理区）につ

いても早期供用開始に向けて事業を進めている。 

しかしながら、下水道の機能を十分に発揮させるには、その整備とともに、適切な維持管理を行う

ことが必要である。 

下水道の維持管理については、水質監視の徹底、下水汚泥の円滑な処理処分、及びそれらのための

各種専門技術者の確保等多くの課題に直面しており、これらの課題に対応し、さらに流域下水道の適

正かつ効率的な維持管理を行うためには、県と流域関連市町村との密接な連携による協力体制を確立

することが必要である。 

このため、県と流域関連市町村は、財団法人三重県下水道公社を設立することとした。 

この公社は、下水道知識の普及・啓発、下水道技術者の研修、下水道技術の調査・研究等を行うと

ともに流域下水道の維持管理業務を受託し、流域下水道の効率的な運営を図ることにより、県及び市

町村の下水道行政の推進に協力し、もって県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保

全に寄与することを目的とするものである。 

昭和６２年７月１日 

 

    

第２節第２節第２節第２節        目的及び事業目的及び事業目的及び事業目的及び事業 

 

【目的】 

公益財団法人三重県下水道公社は、三重県が設置する流域下水道施設の管理業務を行うとともに、

下水道に関する知識の普及及び啓発等の事業を行うことにより、三重県及び県内市町の下水道事業の

振興を図り、もって県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目

的とする。 

 

【事業】 

（１）流域下水道施設の管理 

（２）下水道に関する知識の普及及び啓発 

（３）下水道に関する調査研究及び研修 

（４）市町への技術支援 

（５）排水設備工事責任技術者の資格認定 

（６）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

    

    

    



第第第第３３３３節節節節        沿沿沿沿            革革革革    

 

年 月 日 事 業 又 は 事 象 

昭和 

６２年 ５月２８日 

 

 

 

６２年 ６月 ９日 

 

６２年 ７月 １日 

 

 

 

 

６２年 ７月１０日 

 

平成 

 ４年 ３月３１日 

 

 

５年 ４月 １日 

 

 

８年 １月 １日 

 

 

１０年 ４月 １日 

 

 

１０年 ６月１０日 

 

１２年 ３月２７日 

 

 

 

１７年 １月１１日 

 

 

１８年 １月１７日 

 

 

１８年 ６月 １日 

 

 

公社設立準備会 

北勢沿岸流域下水道事業（北部処理区）連絡協議会委員会 

（議案第５号） 

 

   財団法人三重県下水道公社設立総会 

 

   設立許可（三重県指令監第１０５６号） 

公社の事務所を三重郡川越町大字亀崎新田８０番地の２に置

く（同所に北部浄化センターを設置）とともに、北勢沿岸流域

下水道（北部処理区）の維持管理受託事業を開始 

 

   設立登記 

 

 

   寄付行為の一部変更許可（三重県指令監第４９２号） 

   書面表決の追加 

 

   本部及び雲出川左岸浄化センターを設置するとともに、中勢沿岸

流域下水道沿岸（雲出川左岸処理区）維持管理受託事業を開始 

 

   南部浄化センターを設置するとともに、北勢沿岸流域下水道（南

部処理区）維持管理受託事業を開始 

 

   松阪浄化センターを設置するとともに、中勢沿岸流域下水道（松

阪処理区）維持管理受託事業を開始 

 

  下水道排水設備工事責任技術者認定事業を開始 

 

   寄付行為の一部変更許可（三重県指令監第３５１号） 

     評議員及び評議員会にかかる内容の追加 

     理事長の選任方法の変更 

 

   寄付行為の一部変更許可（三重県指令県土第００－６３号） 

   理事・評議員の定数の減 

 

  三重県流域下水道施設指定管理者の指定を受ける 

期間：平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで 

 

  宮川浄化センターを設置するとともに、宮川流域下水道（宮川処

理区）の維持管理受託事業を開始 



 

１９年 ４月 １日 

 

 ２０年１２月２４日 

 

 

２１年 １月 １日 

 

２１年 １月 ９日 

 

 

 ２５年 ３月２１日 

 

２５年 ４月 １日 

 

２５年１２月２５日 

 

 

高須町公園オートキャンプ場の管理業務受託事業を開始 

 

  寄付行為の一部変更認可（三重県指令県土第０１－１２６号） 

   主たる事務所所在地の変更 

 

主たる事務所を松阪市高須町３９２２番地に移転 

 

三重県流域下水道施設指定管理者の指定を受ける 

期間：平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 

  公益財団法人としての認定を受ける 

 

  公益財団法人三重県下水道公社へ移行 

 

  三重県流域下水道施設指定管理者の指定を受ける 

期間：平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

 

 

第第第第４４４４節節節節        公公公公社の概要社の概要社の概要社の概要 

 

１ 設     立 

     昭和６２年７月１日〔平成２５年４月１日公益財団法人へ移行〕 

 

２ 総務課と浄化センター等の所在地 

名称及び愛称 位        置 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

 総務課 

〒515-0104 

松阪市高須町３９２２番地 

(0598)53-4871 

(0598)53-4867 

 水質分析センター 

〒515-0104 

松阪市高須町３９２２番地 

(0598)53-4865 

(0598)53-4867 

 北部浄化センター 

（水のリサイクルセンター） 

〒510-8114                         

三重郡川越町大字亀崎新田８０番地の２ 

(059)365-3181 

(059)365-3183 

 南部浄化センター 

（クリーン・オアシス楠） 

〒510-0103 

四日市市楠町北五味塚１０８５番地の１８ 

(059)397-7411 

(059)397-7413 

 雲出川左岸浄化センター 

（みずトピア雲出） 

〒514-0301 

津市雲出鋼管町５２番地の５ 

(059)235-1755 

(059)235-1756 

 松阪浄化センター 

（アクアパーク松阪） 

〒515-0104 

松阪市高須町３９２２番地 

(0598)53-4865 

(0598)53-4867 

 宮川浄化センター 

〒516-0001 

伊勢市大湊町１１２６番地 

(0596)36-3841 

(0596)36-3843 

 



３ 基 本 財 産  ５６，０００千円 

〈出 捐 金 の 内 訳〉                                                                                          

出 捐 者 出捐金（千円） 内  訳 出捐割合 

四 日 市 市 ４，０１４ 北部：3,335、南部：679 

５０％ 

桑 名 市 ３，８３１ 

北部 

い な べ 市 ７２９ 

東 員 町 ５２９ 

菰 野 町 ８３７ 

朝 日 町 ２４３ 

川 越 町 ４９６ 

鈴 鹿 市 ４，２８１ 

南部 

亀 山 市 １，０４０ 

津 市 ４，５９４ 雲出川左岸：4,000、松阪：594 

松 阪 市 ３，２１１ 

松阪 

多 気 町 １９５ 

伊 勢 市 ３，２１６ 

宮川 明 和 町 ４００ 

玉 城 町 ３８４ 

三 重 県 ２８，０００  ５０％ 

合 計（１６） ５６，０００  １００％ 

 

４ 評議員〔平成２６年３月３１日 現在〕 

（１）評議員名簿 

【任期：平成２５年４月１日から平成２９年度に開催する定時評議員会終結の時まで】 

役職名 氏  名 所属及び職名 

評議員 木 本 凱 夫 元 三重大学助教授 

評議員 土 井 英 尚 三重県県土整備部長 

評議員 市 川 千賀子 三重県食生活改善推進連絡協議会 顧問 

評議員 髙 橋 正 昭 四日市大学環境情報学部 特任教授 

評議員 青 木   泰 津市副市長 

評議員 松 下   裕 元 伊勢市副市長 

評議員 安 田   正 亀山市副市長 

評議員 吉 野   睦 いなべ市副市長 

評議員 城 田 政 幸 川越町副町長 

評議員 竹 内   望 三重県環境生活部長 

 

 



  （２）評議員数及び選任方法（定款第１２条及び第１３条） 

役職名 定  数 選 任 方 法 

評議員   ８名以上１２名以内 評議員会の決議により選任 

 

５ 役員（理事及び監事）〔平成２６年３月３１日 現在〕 

 （１）理事名簿  

【任期：平成２５年４月１日から平成２７年度に開催する定時評議員会終結の時まで】 

役職名 氏  名 所属及び職名 

理 事 長 北 川 貴 志 公益財団法人三重県下水道公社 

副理事長 石 川 雅 己 桑名市上下水道事業管理者 

理  事 佐 藤  夫  三重大学大学院生物資源学研究科 教授 

理  事 高 屋 充 子  きれいな伊勢志摩づくり連絡会議 会長 

理  事 山 本 浩 和  株式会社 百五経済研究所 主席研究員 

理  事 太 田 宣 好 松阪市上下水道部技術次長 

理  事 潮 谷   剛 明和町上下水道課長 

理  事 中 尾 昇 一 四日市市上下水道局管理部長 

理  事 藤 井 浩 二 東員町建設部長 

理  事    敏 彦 三重県県土整備部流域整備担当 次長 

 

 （２）監事名簿  

【任期：平成２５年４月１日から平成２９年度に開催する定時評議員会終結の時まで】 

監  事 松 下 裕 也 税理士 

監  事 矢 野 光 芳 朝日町上下水道課長 

 

 （３）役員数及び選任方法（定款第２８条及び第２９条） 

役職名 定  数 選任方法 

理 事 長 １名 

理事会の決議により理事の中から

選定 

副理事長 １名 

常務理事 １名 

理  事 

８名以上１２名以内 

（理事長、副理事長及び常務理事を含む） 

評議員会の決議により選任 

監  事 ２名以内 評議員会の決議により選任 

 

 



６　組織体制

（１）組織表 （平成２６年３月３１日　現在）

　

監　　　事

　評 議 員 会

松阪浄化センター所長　兼務

水質管理課長

総務課長

　理　事　会

　　　理　事　長

　　　副 理 事 長

　　　理　事

運転管理課長

運転管理課長

施設管理課長

水質管理課長

水質分析センター長　兼務

施設管理課長

高須町公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場

調査分析室長

施設管理課長

　　　評　議　員

課長補佐

主　査

事務局長

主　査

主　査

嘱託員

主　査

技　師

嘱託員

嘱託員

センター長

嘱託員

松阪浄化センター

水質管理課長　兼務

嘱託員嘱託員

技　師

嘱託員

副参事

所　長

技　師

主　査

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

水質管理課長

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

副参事

嘱託員

技　師

嘱託員

技　師

主　査

嘱託員

所　長

調査分析室長補佐

事務局長　兼務

技　師

嘱託員

嘱託員

嘱託員

嘱託員

所　長

所　長

総　務　課

水質分析センター

北部浄化センター

南部浄化センター

雲出川左岸浄化センター

松阪浄化センター

宮川浄化センター

所　長



　（２） 役　職　員　表　　〔平成２６年３月３１日　現在〕

業　　　　　　　種　　　　　　　別 身　　　　分　　　　別

事務 土木 電気 機械 化学 薬学 環境 その他 計 県
プロパー

OB 嘱託

短時間

勤務嘱託
計

理　事　長 1 1 1 1

事務局長兼

松阪浄化センター所長
1 1 1 1

総　務　課 6 6 3 1 2 6

小　　計 6 1 1 8 3 2 1 2 8

センター長兼

松阪浄化センター

水質管理課長

1 1 1 1

水質分析センター 6 1 7 2 4 1 7

小　　計 7 1 8 1 2 4 1 8

所　　　　長 1 1 1 1

施設管理課 1 1 1 3 1 2 3

水質管理課 4 4 1 1 2 4

小　　計 1 1 1 1 4 8 2 2 4 8

所　　　　長 1 1 1 1

運転管理課 2 1 4 7 1 2 1 3 7

小　　計 2 1 4 1 8 1 2 2 3 8

所　　　　長 1 1 1 1

運転管理課 1 1 2 3 7 2 1 1 2 1 7

小　　計 1 1 1 2 3 8 2 1 2 2 1 8

所　　　　長

（事務局長兼務）

(1) (1) (1) (1)

施設管理課 2 1 3 1 1 1 3

水質管理課 (1) 1 2 3(1) 1(1) 2 3(1)

小　　計 2 1 (1) (1) 1 2 6(2) 1(1) 1 1(1) 3 6(2)

所　　　　長 1 1 1 1

施設管理課 1 1 1 1 4 1 2 1 4

水質管理課 1 1 1 3 1 1 1 3

小　　計 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 3 1 8

13 4 4 5 19 3 2 4 54 9 7 13 20 5 54
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